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【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 請 求 項 ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 【 請 求 項 ３ 】 　

請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の パ チ ン コ 遊
技 機 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ３ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 す な わ ち 前 記 電 源 基 板 ３ ４ は 、 Ａ Ｃ ２ ４ Ｖ か ら Ｄ Ｃ ５ Ｖ を 生 成 す る 第 １ 電 源 生 成 回 路 ７
４ 、 Ａ Ｃ ２ ４ Ｖ か ら Ｄ Ｃ １ ２ Ｖ を 生 成 す る 第 ２ 電 源 生 成 回 路 ７ ５ 、 Ａ Ｃ ２ ４ Ｖ か ら Ｄ Ｃ ２
４ Ｖ を 生 成 す る 第 ３ 電 源 生 成 回 路 ７ ６ 、 Ａ Ｃ ２ ４ Ｖ か ら Ｄ Ｃ ３ ０ Ｖ を 生 成 す る 第 ４ 電 源 生
成 回 路 ７ ７ を 備 え 、 各 回 路 ７ ４ ,７ ５ ,７ ６ ,７ ７ で 生 成 さ れ た 異 な る 電 圧 の 電 源 が 、 対 応
す る 制 御 基 板 ２ ２ ,３ １ ,２ ９ ,２ ０ ,２ ４ に 夫 々 供 給 さ れ る よ う に な っ て い る 。 な お 実 施 例
で は 、 前 記 発 射 制 御 基 板 １ ８ は 、 当 該 の 制 御 基 板 １ ８ で 使 用 さ れ る 異 な る 電 圧 の 電 源 を 生
成 す る た め の 電 源 生 成 回 路 を 備 え 、 電 源 基 板 ３ ４ か ら 電 源 分 配 基 板 ２ ７ を 介 し て 供 給 さ れ
る Ａ Ｃ ２ ４ Ｖ の 電 源 か ら 、 該 電 源 生 成 回 路 に よ り 前 述 し た 各 電 圧 の 電 源 を 生 成 す る よ う 構
成 さ れ て い る 。 ま た 前 記 球 貸 し ユ ニ ッ ト Ｋ に は 、 通 信 に 必 要 な Ａ Ｃ ２ ４ の 電 源 が 、 電 源
基 板 ３ ４ か ら 電 源 分 配 基 板 ２ ７ お よ び イ ン タ ー フ ェ ー ス ボ ー ド ２ ８ を 介 し て 供 給 さ れ る よ
う に な っ て い る 。

前 記 電 源 断 監 視 手 段 (79)は 、 前 記 主 制 御 基 板 (22)お よ び 払 出 制 御 基 板
(24)に 対 し て 電 源 断 信 号 を 出 力 す る の に 合 わ せ て 、 前 記 リ セ ッ ト 信 号 手 段 (80)に 対 し て も
電 源 断 信 号 を 出 力 す る よ う 設 定 さ れ 、
　 前 記 リ セ ッ ト 信 号 出 力 手 段 (80)は 、 前 記 電 源 断 監 視 手 段 (79)か ら 電 源 断 信 号 が 出 力 さ れ
た 後 に 、 前 記 主 制 御 基 板 (22)お よ び 払 出 制 御 基 板 (24)で の バ ッ ク ア ッ プ 処 理 に 必 要 な 時 間
経 過 後 に 前 記 リ セ ッ ト 信 号 を 出 力 す る よ う 設 定 さ れ る
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